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１
．
は
じ
め
に

平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災

は
、
東
北
地
方
の
農
地
・
農
業
用
施
設
に
甚
大
な
被
害

を
与
え
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
そ
こ
か
ら
多
く
の
課
題

も
学
び
ま
し
た
。

中
で
も
「
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
際
の
協
会
活
動

の
あ
り
方
を
事
前
に
検
討
し
て
お
く
」
こ
と
は
、
当
協

会
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、「
３
・
11
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の
検
討
」

を
目
的
に
平
成
23
年
３
月
31
日
に
設
置
し
た
「
東
日
本

大
震
災
対
策
連
絡
会
」（
以
下
「
連
絡
会
」
と
い
う
。）

を
発
展
的
に
解
消
し
、
新
た
に
平
成
24
年
３
月
30
日
に

「
大
規
模
災
害
対
策
特
別
委
員
会
」（
以
下
「
災
特
委
」

と
い
う
。）
を
設
置
し
て
、
そ
の
課
題
に
取
組
む
こ
と

に
な
っ
た
次
第
で
す
。

災
特
委
の
設
置
と
そ
の
直
後
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

平
成
24
年
10
月
発
行
の
本
誌
２
７
９
号
に
お
い
て
中
間

報
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
本
稿
で
は
災
特
委
の

課
題
と
目
標
、
及
び
中
間
報
告
後
の
活
動
等
に
つ
い
て

報
告
し
ま
す
。

な
お
、
災
特
委
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

［
設
置
期
間
］
平
成
24
年
３
月
30
日
～

　
　
　
　
　
　
　

平
成
25
年
３
月
31
日

［
設
置
根
拠
］当
協
会
の
規
約「
委
員
会
規
定
」に
よ
る
。

［
委　
　

員
］
委
員
長
：
橋
本　
　

正
（
奥
村
組
）

委　

員
：
石
川　
　

守
（
東
洋
建
設
）

　
　
　
　

寺
尾　

雅
人
（
鉄
建
建
設
）

　
　
　
　

藤
森　

郁
雄
（
み
ら
い
建
設
）

　
　
　
　

松
浦　

良
和
（
熊
谷
組
）

　
　
　
　

安
江　

二
夫
（
佐
藤
工
業
）

　
　
　
　

安
田　

昭
彦（
三
井
住
友
建
設
）

当
協
会
：
松
本　

政
嗣
（
専
務
理
事
）

　
　
　
　

古
川　

和
夫
（
事
業
部
長
）

２
．
課
題
と
目
標

（
１
）
過
去
の
災
害
対
応
に
お
け
る
課
題

平
成
に
な
っ
て
か
ら
で
も
多
く
の
大
規
模
災
害
が
発

生
し
、
そ
の
た
び
に
農
業
農
村
整
備
事
業
に
携
わ
る
関

係
者
間
に
お
い
て「
平
常
時
に
お
け
る
準
備
の
必
要
性
」

が
問
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

特
に
平
成
16
年
の
中
越
地
震
後
に
は
、
土
地
改
良
施

設
の
財
産
権
者
で
あ
る
「
地
方
農
政
局
」
と
、
建
設
会

社
を
会
員
と
す
る
「
地
方
土
地
改
良
建
設
協
会
」（
以

下
「
地
方
土
地
協
」
と
い
う
。）
と
の
間
で
「
災
害
発

生
に
備
え
た
協
定
」
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見

ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
①
国
営
で
整
備
し
た
土
地
改
良
施

設
は
多
種
・
多
様
で
、
②
財
産
も
農
政
局
か
ら
土
地
改

良
区
や
県
に
管
理
委
託
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ

と
、
③
直
轄
管
理
施
設
と
異
な
り
維
持
管
理
費
が
確
保

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
④
地
方
土
地
協
が
任
意
団

体
で
法
人
格
が
無
い
こ
と
等
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
協
定
締

結
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
２
）
連
絡
会
で
得
ら
れ
た
課
題

連
絡
会
で
は
、
平
成
23
年
度
に
次
の
活
動
を
実
施
し

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
通
じ
て
将
来
の
課
題
も
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。

①
会
員
各
社
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

調
査
結
果
に
よ
る
と
、
多
く
の
会
員
各
社
が
、
３
・

11
か
ら
１
カ
月
内
に
、
㋐
自
社
が
施
工
し
た
土
地

改
良
施
設
の
点
検
、
㋑
所
要
の
応
急
対
策
（
シ
ー

ト
掛
・
排
水
等
）、
㋒
被
災
者
支
援
（
食
料
・
水
・

毛
布
・
照
明
等
の
提
供
）
等
を
自
主
的
に
実
施
し

て
い
る
。

よ
っ
て
、
会
員
各
社
の
機
動
力
・
技
術
力
を
組
織

化
・
体
系
化
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
災
害
時
に
大

き
な
力
に
な
る
こ
と
。

②
現
地
調
査
・
意
見
交
換

連
絡
会
の
現
地
調
査
と
関
係
者
と
の
意
見
交
換
に

よ
り
、
㋐
主
要
な
土
地
改
良
施
設
（
ダ
ム
・
頭
首

協
会
活
動
報
告

大
規
模
災
害
対
策
特
別
委
員
会
の
活
動
に
つ
い
て
（
最
終
報
告
）
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工
・
調
整
池
等
）
は
地
域
の
安
全
に
直
結
、
㋑
被

害
拡
大
防
止
と
復
興
の
た
め
に
も
早
期
の
点
検
と

応
急
対
策
が
必
要
、
㋒
常
時
に
お
け
る
準
備
が
対

応
ス
ピ
ー
ド
に
関
係
す
る
こ
と
等
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

よ
っ
て
、
常
時
に
お
い
て
、
主
要
な
土
地
改
良
施

設
を
特
定
し
て
連
絡
体
制
と
役
割
分
担
を
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
が
災
害
に
備
え
る
基
本
で
あ
り
重

要
で
あ
る
こ
と
。

③
他
省
庁
等
に
お
け
る
対
応
情
況
調
査

国
交
省
の
地
方
整
備
局
は
、
直
轄
管
理
施
設
（
国

道
・
河
川
・
港
湾
等
）
に
つ
い
て
法
人
格
を
有
す

る
各
地
方
の
建
設
協
会
等
と
「
災
害
協
定
」
を
締

結
済
み
で
、
こ
れ
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め

日
建
連
で
は
「
災
害
対
応
基
準
」
を
制
定
し
て
い

る
こ
と
。

（
３
）
災
特
委
の
目
標

災
特
委
で
は
、
上
記
（
１
）
及
び
（
２
）
の
課
題
に

つ
い
て
農
林
水
産
省
、
地
方
農
政
局
及
び
地
方
土
地
協

等
と
の
打
合
せ
を
行
い
、
次
の
目
標
に
基
づ
く
活
動
を

開
始
し
ま
し
た
。

①
法
人
格
を
有
す
る
当
協
会
を
当
事
者
と
し
て
、
各

地
方
農
政
局
と
の
間
で
大
規
模
災
害
発
生
に
備
え

た
「
災
害
協
定
」
を
締
結
す
る
。

「
災
害
協
定
」
で
は
、
㋐
主
要
な
土
地
改
良
施
設

の
特
定
、
㋑
災
害
時
の
連
絡
体
制
、
㋒
会
員
各
社

の
出
動
と
業
務
内
容
、
及
び
㋓
出
動
経
費
の
確
保

方
法
等
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
㋔
協
定
締
結
の
事
実
を
農
政
局
か
ら
施
設

管
理
者
に
通
知
し
て
も
ら
う
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
当
協
会
及
び
会
員
各
社
の
諸

活
動
を
公
的
な
も
の
と
す
る
。

②
当
協
会
独
自
の
「
災
害
対
応
基
準
」
を
定
め
、
㋐

地
方
土
地
協
と
の
連
携
、
㋑
「
災
害
協
定
」
に
基

づ
く
活
動
、
㋒
常
時
及
び
災
害
時
に
お
け
る
当
協

会
独
自
の
活
動
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
中
で
㋐
に
つ
い
て
は
、「
地
方
農
政
局
と
地

方
土
地
協
間
の
関
係
強
化
」
を
念
頭
に
、
当
協
会

と
各
地
方
土
地
協
間
で
「
連
携
協
定
」
を
締
結
す

る
。

③
上
記
②
の
「
連
携
協
定
」
で
は
、
㋐
災
害
協
定
・

災
害
対
応
基
準
に
お
け
る
連
携
、
㋑
常
時
に
お
け

る
活
動
、
及
び
㋒
災
害
時
に
お
け
る
活
動
等
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
地
方
土
地
協
の
災
害
協
定
へ
の
参

加
と
役
割
を
明
確
に
す
る
。

３
．
活
動
の
内
容

（
１
）
災
害
協
定
の
検
討

災
害
協
定
は
、
土
地
改
良
施
設
の
財
産
権
者
で
あ
る

各
地
方
農
政
局
が
起
案
者
と
な
る
た
め
、
農
水
省
が
中

心
と
な
っ
て
平
成
24
年
の
春
頃
か
ら
原
案
の
作
成
が
開

始
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
過
程
で
は
、
大
臣
官
房
等
を
含
め
て
「
協
定
の

性
格
・
効
果
・
法
律
上
の
根
拠
・
予
算
手
当
て
等
」
に

つ
い
て
慎
重
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

災
特
委
か
ら
も
、
協
会
の
立
場
を
踏
ま
え
て
①
適
用

対
象
と
な
る
災
害
の
規
模
、
②
出
動
対
象
と
な
る
主
要

な
土
地
改
良
施
設
の
特
定
、
③
地
方
農
政
局
か
ら
の
出

動
要
請
と
当
協
会
の
役
割
の
明
確
化
、
④
業
務
内
容
の

明
示
、
⑤
出
動
経
費
の
確
保
、
及
び
⑤
会
員
各
社
内
に

お
け
る
災
害
協
定
の
位
置
付
け
等
に
つ
い
て
、
提
案
・

要
望
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
結
果
、
平
成
25
年
当
初
に
、
以
下
の
内
容
を
骨

子
と
す
る
「
災
害
時
の
応
急
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定

書
（
案
）」
が
作
成
さ
れ
、
農
水
省
か
ら
各
地
方
農
政

局
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
災
害
時
に
お
け
る
当
協
会
及
び
会

員
の
社
会
的
な
貢
献
・
役
割
が
公
的
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
す
。

①
締
結
者
「
甲
」
は
地
方
農
政
局
長
、「
乙
」
は
当

協
会
会
長
と
す
る
。

②
締
結
は
平
成
25
年
３
月
か
ら
開
始
し
、
速
や
か
に

終
え
る
。

③
協
定
で
は
、
地
震
、
津
波
、
台
風
等
の
異
常
な
災

害
を
対
象
と
す
る
。

④
直
轄
事
業
完
了
地
区
の
主
要
な
土
地
改
良
施
設
を

対
象
と
し
、
協
定
書
の
別
紙
に
お
い
て
個
別
名
を

明
示
す
る
。

⑤
出
動
は
、「
甲
」
の
要
請
を
受
け
た
「
乙
」
が
、「
乙

の
会
員
」
に
連
絡
し
て
実
施
さ
れ
る
。

出
動
時
の
業
務
内
容
は
、「
乙
の
会
員
に
よ
る
被

害
状
況
の
把
握
、
施
設
の
点
検
、
応
急
対
策
の
実

施
等
」
と
し
、
逐
次
、
出
動
結
果
を
乙
の
会
員
か

ら
甲
に
報
告
す
る
。

⑥
甲
と
乙
の
連
絡
体
制
及
び
主
要
な
土
地
改
良
施
設

毎
の
業
務
実
施
体
制（
乙
の
会
員
の
連
絡
窓
口
等
）

に
つ
い
て
は
、
乙
が
甲
に
毎
年
報
告
す
る
。

た
だ
し
、
出
動
時
に
お
い
て
は
、
甲
と
乙
の
会
員
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間
で
直
接
情
報
を
共
有
す
る
体
制
と
す
る
。

⑦
出
動
に
要
し
た
乙
の
会
員
の
経
費
は
、
甲
と
乙
の

会
員
間
で
協
議
の
う
え
、
業
務
内
容
（
被
害
状
況

の
把
握
は
除
く
。）
に
応
じ
た
契
約
を
締
結
し
て

対
処
す
る
。

（
２
）
災
害
対
応
基
準
の
検
討

災
害
対
応
基
準
は
、
災
害
協
定
と
平
行
し
て
検
討
し

ま
し
た
。

内
容
は
、「
災
害
協
定
に
基
づ
く
業
務
、
並
び
に
当

協
会
及
び
地
方
土
地
協
の
自
主
的
な
諸
活
動
を
、
双
方

の
連
携
と
会
員
の
理
解
と
協
力
の
下
に
組
織
的
・
迅
速

に
行
う
。」
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

検
討
に
際
し
て
は
、
災
特
委
で
作
成
し
た
原
案
を
当

協
会
内
の
委
員
会
・
理
事
会
に
諮
り
、
各
地
方
土
地
協

や
会
員
等
の
意
見
も
反
映
さ
せ
た
う
え
で
、
以
下
の
内

容
を
骨
子
と
す
る
「
大
規
模
災
害
対
応
基
準
（
案
）」

を
ま
と
め
ま
し
た
。

①
「
大
規
模
災
害
」
の
定
義
（
地
震
の
場
合
は
「
震

度
６
強
」
以
上
。
被
災
地
域
以
外
か
ら
の
大
規
模

な
支
援
を
必
要
と
す
る
重
大
か
つ
広
域
的
な
災

害
）
を
定
め
る
。

②
「
連
携
協
定
」
の
位
置
付
け
と
、
そ
の
活
動
内
容

（
災
害
協
定
に
基
づ
く
活
動
と
自
主
的
活
動
）
を

定
め
る
。

③
災
害
時
の
活
動
と
、
平
常
時
の
準
備
活
動
に
つ
い

て
定
め
る
。

④
災
害
時
は
、
当
協
会
に
「
災
害
対
策
本
部
」
を
、

被
災
し
た
地
方
土
地
協
に
は
「
現
地
災
害
対
策
本

部
」
を
設
置
し
て
活
動
の
中
心
組
織
と
す
る
。

（
３
）
連
携
協
定
の
検
討

連
携
協
定
は
、
災
害
対
応
基
準
と
一
体
的
な
も
の
と

し
て
検
討
し
ま
し
た
。

な
お
、
地
方
土
地
協
は
、
当
土
地
協
と
は
別
途
に
設

立
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
、
会
員
構
成
も
大
部
分
は
重
複

す
る
も
の
の
一
部
で
異
な
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
①
異
な
る
団
体
間
に
お
け
る
対
等
の

協
定
と
な
る
、
②
当
協
会
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
、

③
両
団
体
と
も
双
方
の
会
員
の
理
解
と
協
力
を
得
る
必

要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
以
下
の
内
容
を
骨
子
と
す
る

「
災
害
時
の
対
応
に
関
す
る
連
携
協
定
書
（
案
）」
を
ま

と
め
ま
し
た
。

①
締
結
者
「
甲
」
は
当
協
会
会
長
、「
乙
」
は
各
地

方
土
地
協
会
長
と
す
る
。

②
締
結
時
期
は
、
災
害
協
定
の
締
結
と
同
日
又
は
そ

の
直
後
と
す
る
。

③
内
容
は
、
災
害
協
定
と
災
害
対
応
基
準
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
と
す
る
。

④
災
害
時
と
平
常
時
の
活
動
を
、
双
方
の
連
携
の
下

に
会
員
の
理
解
と
協
力
を
得
て
行
う
。

⑤
活
動
内
容
は
災
害
対
応
基
準
と
同
一
文
と
し
、
連

携
協
定
の
「
別
紙
」
に
て
明
記
す
る
。

（
４
）
運
用
資
料
の
整
理

今
後
は
、
災
害
に
備
え
て
「
災
害
協
定
」・「
災
害
対

応
基
準
」・「
連
携
協
定
」
の
３
種
が
適
用
さ
れ
、
災
害

発
生
時
に
は
そ
の
適
確
か
つ
迅
速
な
運
用
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

そ
の
運
用
に
係
る
資
料
は
、
緊
急
性
を
要
す
る
災
害

対
応
の
性
格
上
、「
簡
易
で
理
解
が
容
易
」
か
つ
「
応

用
が
可
能
」
な
も
の
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

ま
す
。

そ
の
運
用
資
料
と
し
て
別
途「
災
特
委
の
活
動
報
告
」

を
整
理
中
で
す
が
、
そ
の
中
の
「
災
害
協
定
」
に
関
す

る
説
明
の
一
部
を
参
考
の
た
め
次
に
示
し
ま
す
。

①
「
出
動
要
請
へ
の
対
応
」
フ
ロ
ー
図

　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
図
︱
１
参
照
）

②
「
主
要
な
土
地
改
良
施
設
の
特
定
」

県
管
理
の
場
合

　

→
地
方
農
政
局
の
判
断
に
よ
り
特
定

改
良
区
管
理
の
場
合

　
　

→ 

原
則
対
象
と
し
、
立
地
条
件
等
を
判
断
の

う
え
特
定

③
「
業
務
の
連
絡
体
制
」

地
方
農
政
局
・
当
協
会
・
地
方
土
地
協
の
担
当

者
名
を
表
に
記
載

④
「
業
務
の
実
施
体
制
」

主
要
な
土
地
改
良
施
設
毎
に
元
施
工
の
会
員
名
と

本
社
又
は
支
店
の
窓
口
責
任
者
名
を
表
に
記
載

⑤
「
出
動
時
の
連
絡
体
制
」

地
方
農
政
局
と
乙
の
会
員
間
で
直
接
的
に
情
報

交
換
を
実
施

な
お
、
資
料
作
成
の
手
順
に
つ
い
て
は
、
図
︱
２
を

参
照
さ
れ
た
い
。

４
．
活
動
の
経
過

（
１
）
検
討
の
経
過
と
災
害
対
応
基
準
の
制
定

災
特
委
で
は
、
計
８
回
の
委
員
会
開
催
及
び
平
成
24

年
７
月
の
現
地
調
査
と
意
見
交
換
、
並
び
に
農
水
省
や
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各
地
方
土
地
協
等
と
の
打
合
せ
を
行
っ
て

い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
発
注
者
の
立
場
か
ら
見

た
災
害
対
応
・
予
算
の
確
保
方
法
等
に
関

す
る
ご
指
導
、
及
び
地
方
土
地
協
の
立
場

か
ら
見
た
発
注
者
や
会
員
と
の
関
係
に
関

す
る
ご
意
見
等
は
、
大
い
に
参
考
に
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、
当
協
会
の
理
事
会
・
委
員
会
等

に
も
報
告
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
災

特
委
の
課
題
と
目
標
に
つ
い
て
速
や
か
に

ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
平
成
24
年
11
月
26

日
と
い
う
速
い
段
階
で
の
「
災
害
対
応
基

準
」
制
定
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

（
２
）
災
害
協
定
・
連
携
協
定
の
締
結

「
災
害
協
定
」
は
、
各
地
方
農
政
局
に

て
農
水
省
作
成
案
と
同
一
内
容
の
起
案
を

し
て
い
た
だ
き
、
当
協
会
に
合
議
し
て
い

た
だ
く
方
法
で
締
結
し
ま
し
た
。

こ
の
過
程
で
各
地
方
土
地
協
に
は
、
地

方
農
政
局
や
会
員
と
の
打
合
わ
せ
、
主
要

な
土
地
改
良
施
設
の
特
定
、
業
務
実
施
体

制
表
の
作
成
等
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
ま

し
た
。

「
連
携
協
定
」
に
つ
い
て
は
、
災
害
協

定
の
締
結
を
前
提
に
当
土
地
協
に
て
起
案

の
う
え
、
各
地
方
土
地
協
に
合
議
す
る
方

法
で
締
結
を
進
め
ま
し
た
。

各
協
定
の
締
結
状
況
は
表
︱
１
に
示
す

図―１　出動要請への対応

（ 農政局 ）

( 土地協 ）

災対本部の発足

･災対本部での調整及び現地本部への周知

･該当する会員企業への連絡

（会員企業）

被害状況把握（出動１）

･技術者の現地派遣及び目視確認等

･必要に応じシート･土のう等による最小限の手当

要請者への報告･打合

①
出動完了の場合

技術点検（出動２）

②
・専門技術者等による点検と評価

応急対策（出動３）

③
・建設資機材等の投入による被害拡大の防止

契約協議の開始 ②及び③

(災対本部）

災対本部及び現地本部間における情報共有

技術点検を必要とする場合

応急対策を必要とする場合

大規模災害の発生

書面等による出動要請

農政局への報告書提出及び災対本部への写
し送付
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図―２　資料作成の手順

　　　　　甲（農政局） 　　　　　　　　　乙（協会） 　　　　　　　乙の会員（企業）

　　　 　　・第２条「別紙」主要な土地改良施設

　　　　　　【業務の対象施設】（様式Ａ）

　　第４条１項・２項

　　・乙の緊急連絡体制（様式Ｂ）

　　第４条３項

　　・上記報告に重要な変更
があった場合

第４条1項・２項・想定問11 　　第４条1項・2項・想定問11

・【対象施設の実施体制(案）】 （報告） 　　・【対象施設の実施体制（案）】

　(様式Ｃ）の内、管理者名等を 　　　　　(様式Ｃ）の内、乙の会員名等

　加えて完成

21問定想・項4条4第21問定想・項4条４第

）Ｄ式様（制体絡連の員会の乙・）Ｄ式様（制体絡連の甲・

　　｢連絡担当者」 　　　　｢現地担当者」

 　（調整･共有） 　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ・メール等  　（調整･共有）

21P問定想・項４条4第21P問定想・項4条4第

）Ｄ式様（制体絡連の員会の乙・）Ｄ式様（制体絡連の甲・

」者当担地現「」者当担絡連「

 　（調整･共有） 　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ・メール等  　（調整･共有）

第4条４項・想定問1 項４条4第2 ・想定問12

)Ｄ式様（制体絡連の員会の乙・）Ｄ式様（制体絡連の甲・

　　｢連絡担当者」 　　　　｢現地担当者」

 　（調整･共有）　 　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ・メール等  　（調整･共有）

項４条３第）付送をし写（）告報（
　　　　　　・完了報告書（様式Ｅ）
　　　　　　　「出動1～３で一枚」

　　　　　　地方土地協と資料共有

･災害協定書

「窓口対応者」

業務完了後
に作成

出
動
１

被
害
状
況
把
握

締
結
時
に
作
成

毎
年
度

速
や
か
に

作
成

前
も

て
作
成

災
害
発
生
時
に
作
成

（報告）

（報告）

出
動
２

技
術
点
検

出
動
３

応
急
対
策

（調整）
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と
お
り
で
、
７
地
方
農
政
局
・
７
地
方
土
地
協
の
全
て

と
速
や
か
に
締
結
で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
災
特
委
の
任
務
終
了
と
部
会
の
存
続

以
上
の
進
捗
を
踏
ま
え
、
平
成
25
年
３
月
末
を
も
っ

て
与
え
ら
れ
た
任
務
は
果
た
せ
た
も
の
と
考
え
、
災
特

委
は
終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
災
特
委
の
「
活
動
報
告
書
」
の
作
成
と
残
務

整
理
（
災
害
対
策
本
部
員
名
簿
の
準
備
等
）
を
行
う
た

め
、４
月
１
日
か
ら
当
分
の
間
、４
名
体
制
に
よ
る
「
大

規
模
災
害
対
策
対
応
部
会
」
を
存
続
さ
せ
て
い
ま
す
。

５
．
お
わ
り
に

ほ
ぼ
１
年
間
の
活
動
を
経
て
特
別
委
は
終
了
し
ま
し

た
が
、
こ
の
活
動
を
通
じ
て
「
災
害
協
定
・
災
害
対
応

基
準
・
連
携
協
定
」
を
将
来
に
残
せ
た
こ
と
は
、
意
義

あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

災
害
は
何
時
・
ど
こ
で
・
ど
ん
な
形
で
発
生
す
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
際
に
は
こ
の
災
害
協
定
等
が

有
効
に
機
能
す
る
よ
う
準
備
を
し
て
お
き
た
い
も
の
で

す
。こ

れ
ま
で
の
間
、
ご
指
導
を
賜
っ
た
農
水
省
・
地
方

農
政
局
、
連
携
し
て
い
た
だ
い
た
地
方
土
地
協
、
ご
理

解
・
ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
員
各
社
の
皆
様
に
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
、
こ
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

区　分 「災害協定」締結 「連携協定」締結
主要な土地改良施設数

ダム 頭首工 調整池 計

東　北
関　東
北　陸
東　海
近　畿
中四国
九　州

計

3 月 19 日
3 月 ６ 日
3 月 28 日
4 月 23 日
5 月 13 日
3 月 29 日
5 月 10 日

―

3 月 25 日
3 月 25 日
3 月 29 日
4 月 26 日
5 月 13 日
3 月 29 日
5 月 10 日

―

25
  １
  ４
―
  5
10
17

62

―
―
2
―
―
6
―

8

3
９
―
1
―
5
1

19

28
10
  6
  1
  5
21
18

89

表―１　災害協定及び連携協定の締結状況

東日本大震災からの一日も早い復旧復興をご祈念申し上げます

【土地改良建設協会会員会社】
アイサワ工業㈱ 青木あすなろ建設㈱ ㈱淺沼組 ㈱安藤・間 岩田地崎建設㈱ 梅林建設㈱
㈱エム・テック ㈱大林組 ㈱大本組 ㈱奥村組 鹿島建設㈱ 株木建設㈱ ㈱熊谷組 ㈱鴻池組
五洋建設㈱ 佐藤工業㈱ 三幸建設工業㈱ 清水建設㈱ 大成建設㈱ 大日本土木㈱ 大豊建設㈱
大和小田急建設㈱ ㈱竹中土木 鉄建建設㈱ 東急建設㈱ 東洋建設㈱ 戸田建設㈱
飛島建設㈱ 西松建設㈱ 日本基礎技術㈱ ㈱ピーエス三菱 ㈱フジタ ㈱本間組 前田建設工業㈱
松尾建設㈱　三井住友建設㈱　みらい建設工業㈱　りんかい日産建設㈱　若築建設㈱


